
納入書の記入方法（退職所得に係る特別徴収税額がある場合） 

 

（おもて） 

 

（う ら） 

 

 

①  事業所全体の特別徴収税額が変更になるときは、当初

（令和８年５月通知）の数字を消し線で抹消 

③ ②に記入した市民税額・県民税額の合計額を記入 

④ 当該月の給与分と合計し、納入 

② 退職手当支払金額、当該退職手当に係る特別徴収税額

等を記入 

※特別徴収税額＝（退職手当の支給額－勤務年数から算出

した退職所得控除額）／２×税率（市：６％、県：４％） 


